
２
０
０
２
年
５
月
２
１
日

昭
和
４
１
年
７
月
２
５
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

（
）

国
　
公
　
労
　
新
　
聞

毎
月
 １
、１
１
、２
１
日
発
行

定
価
１
部
年
間
１
,５
０
０
円

（
）

第
１
１
１
０
号

（
５
）

　
政
府
は
、
「
有
事
法
制
３
法
案
」
（
武
力
攻
撃
事
態
法
案
・
自
衛
隊
法
改
正

案
・
安
全
保
障
会
議
設
置
法
改
正
案
）
を
今
国
会
で
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
有
事
法
案
は
、
政
府
の
勝
手
な
判
断
で
戦
争
体
制
へ
突

入
し
た
上
で
、
自
衛
隊
に
よ
る
海
外
で
の
武
力
行
使
を
可
能
に
し
、
ア
メ
リ
カ

の
引
き
起
こ
す
戦
争
に
国
民
を
強
制
動
員
す
る
危
険
な
法
案
で
あ
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
の
国
会
審
議
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
有
事
法
制
」
が
発
動
さ
れ
れ
ば
、
私
た
ち
国
家
公
務
員
労
働
者
は
、
国
民

を
戦
争
へ
か
り
た
て
る
「
手
先
」
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
民
の
基
本
的
人

権
の
保
障
と
、
戦
争
の
禁
止
・
武
力
行
使
の
禁
止
を
明
記
し
て
い
る
憲
法
を
尊

重
し
擁
護
す
る
義
務
を
持
つ
私
た
ち
国
公
労
働
者
は
、
憲
法
を
ふ
み
に
じ
る
「
有

事
法
制
」
を
許
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
職
場
・
地
域
で
有
事
法
制
に
反
対

す
る
と
り
く
み
を
緊
急
に
強
め
ま
し
ょ
う
。

　
小
泉
首
相
は
、
「
備
え
あ
れ
ば
、
う
れ
い

な
し
」
と
く
り
か
え
し
言
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
政
府
自
身
が
、
日
本
に
武
力
侵
攻
す

る
国
は
「
想
像
が
で
き
な
い
」
（
中
谷
防
衛

庁
長
官
）
、
「
今
日
か
ら
見
通
し
得
る
将
来

に
お
い
て
、
わ
が
国
に
対
す
る
本
格
的
な
武

力
攻
撃
が
生
起
す
る
と
は
み
ら
れ
な
い
」
（
自

衛
隊
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
統
合
幕
僚
会
議
議
長

を
つ
と
め
た
西
元
徹
也
氏
）
と
述
べ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
「
テ
ロ
や
不
審
船
に
備
え
て
」
と

も
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
警
察
と
司
法
の

対
応
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
「
有
事
法
制

と
は
別
の
世
界
の
分
類
」
（
中
谷
防
衛
庁
長

官
）
、
「
別
途
必
要
な
検
討
を
す
す
め
る
」

（
政
府
が
２
月
５
日
に
提
示
し
た
有
事
法
制

の
「
全
体
像
の
イ
メ
ー
ジ
案
」
）
と
、
政
府

自
身
も
「
有
事
法
制
」
と
は
別
と
し
て
い
ま

す
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ん
の
た
め
に
「
有
事
法
制
」

を
「
備
え
る
」
の
で
し
ょ
う
か
？

　
９
９
年
に
つ
く
ら
れ
た
「
周
辺
事
態
法
」

は
、
ア
メ
リ
カ
が
戦
争
を
始
め
た
場
合
に
、

自
衛
隊
が
米
軍
へ
の
輸
送
や
補
給
な
ど
の
「
後

方
支
援
」
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
「
周
辺
事
態
法
」
で
は
、
戦
闘
地

域
に
は
行
け
ず
、
支
援
活
動
中
に
攻
撃
さ
れ

る
危
険
が
う
ま
れ
た
ら
、
活
動
を
中
断
し
、

そ
の
場
か
ら
逃
げ
、
武
力
行
使
は
で
き
な
い

と
し
て
い
ま
し
た
。

　
有
事
法
案
（
武
力
攻
撃
事
態
法

案
）
で
は
、
日
本
へ
の
武
力
攻
撃

が
「
発
生
し
た
場
合
」
「
お
そ
れ

の
あ
る
場
合
」
「
予
測
さ
れ
る
事

態
」
の
３
つ
の
ケ
ー
ス
で
「
有
事

法
制
」
を
発
動
す
る
と
し
て
い
ま

す
。

　
こ
の
法
案
で
は
、
日
本
が
ま
だ

攻
撃
を
受
け
て
い
な
い
「
お
そ
れ
」
や
「
予

測
」
の
段
階
で
も
、
政
府
の
判
断
ひ
と
つ
で

武
力
攻
撃
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
政
府
は
、
他
国
の
領
海
で
活
動
す

る
自
衛
隊
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
も
、
「
わ
が

国
に
対
す
る
計
画
的
、
組
織
的
な
攻
撃
だ
と

認
定
さ
れ
る
」
（
福
田
官
房
長
官
）
な
ら
ば
、

「
有
事
法
制
」
を
発
動
す
る
と
し
、
在
外
公

館
に
対
す
る
攻
撃
も
「
諸
般
の
状
況
に
よ
っ

て
は
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
」
（
福
田
官
房

長
官
）
と
し
て
い
ま
す
。

　
い
ま
自
衛
隊
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
国
連
平
和
維

持
活
動
）
協
力
法
に
よ
っ
て
、
ゴ
ラ
ン
高
原

と
東
テ
ィ
モ
ー
ル
へ
、
テ
ロ
特
別
措
置
法
に

よ
っ
て
イ
ン
ド
洋
へ
部
隊
を
派
遣
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
部
隊
に
か
か
わ
っ
て
、
「
武

力
攻
撃
に
該
当
す
る
」
事
態
だ
と
日
本
政
府

が
「
認
定
」
す
れ
ば
、
「
有
事
法
制
」
を
発

動
し
、
自
衛
隊
に
よ
る
武
力
行
使
も
可
能
と

な
り
ま
す
。

　
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
・

北
朝
鮮
を
「
悪
の
枢
軸
」
と
決
め
つ
け
、
先

制
攻
撃
も
辞
さ
な
い
と
公
言
し
、
ラ
ム
ズ
フ
ェ

ル
ド
国
防
長
官
は
、
「
時
に
は
先
制
攻
撃
も

必
要
。
攻
撃
は
最
大
の
防
御
」
と
ま
で
言
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
小
泉
首
相
は
、

「
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
上
の
戦
略
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
を
残
し
て
お
く
と
い
う
こ

と
だ
と
理
解
し
て
い
る
」
と
、
先
制
攻
撃
さ

え
容
認
し
て
い
ま
す
。

　
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
へ
、
日
本
が
積

極
的
に
参
戦
し
て
い
く
た
め
の
「
備
え
」
が

「
有
事
法
制
」
で
す
。

有
事
法
制
は
戦
争
へ
の「
備
え
」

海
外
で
武
力
行
使
を
可
能
に

　有事法案では、「武力攻撃事態」と判断

した首相が、安全保障会議で「対処基本

方針案」なるものをまとめ、閣議で決定し、

内閣に対策本部を設置して実行します。

そして、安全保障会議も、閣議も、対策

本部もすべて責任者は首相です。首相が

「対処方針」を決めれば、有事法制は発

動します。国会は、そのあと承認を求めら

れるだけです。

首相に強大な権限を集中
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